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新型コロナウイルス感染症対策について 
 
 
１．当市における感染者発生の経過 

３月 23 日 （月）第１例目（70 代男性/会社経営）、第２例目（70 代女性/無職） 

３月 25 日 （水）第３例目（60 代男性/自営業）、第４例目（60 代女性/自営業）、 

第５例目（70 代女性/無職）、第６例目（70 代女性/無職） 

３月 28 日 （土）第７例目（30 代女性/会社員） 

４月２日 （木）第８例目（50 代男性/医師）（県内第９例目） 

４月３日 （金）第９例目（20 代男性/医師）（県内第11例目） 

※ ４月 20 日（月）現在、入院している方２人、退院された方７人 

※ 感染者の濃厚接触者は、ＰＣＲ検査の結果全員陰性 

※ その他の接触者はすべて把握し、感染者との最終接触から 14 日間の健康観察を 

実施した結果、健康状態は全員おおむね安定 

 
２．保健所におけるこれまでの対応状況と今後の予定 
 

（１）八戸市新型インフルエンザ等（新型コロナウイルス感染症）対策本部の開催 

 ①設 置 日…令和２年３月 16 日 

 ②設置根拠…新型インフルエンザ等対策特別措置法第 34 条第１項 

 ③構 成 員…本部長：市長 

       副本部長：副市長、保健所長 

       本部員：教育長、病院事業管理者、各部局長、消防長、水道企業団事務局長 

 ④開催回数…本日までに６回開催 

 

（２）電話相談の実施と医療機関との受診調整 

・発熱等の症状のある方からの相談を「帰国者・接触者相談センター」で受け付け 

・感染の疑われる方について、「帰国者・接触者外来」設置医療機関と受診調整 
 

◎ 電話相談件数（３月 23 日～４月 20 日受付分）※八戸市分 

帰国者・接触者相談センター   
受診に関する相談 受診以外の相談 計 一般健康相談等 合計 

1,066 1,006 2,072 1,060 3,132 

◎ ＰＣＲ検査実施件数（４月 19 日現在）※青森県全県分 
  

検査件数 陰性 陽性 

514 492 22 

議 員 全 員 協 議 会 資 料
令和 2 年 4 月 2 1 日
健 康 部  保 健 所
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（３）積極的疫学調査等の実施 

・濃厚接触者の把握（症状の有無等を踏まえＰＣＲ検査を実施） 

※ 医療従事者については、感染リスクが極めて低いと考えられる場合でも、地域

の医療提供体制に影響が出るおそれがあることを踏まえ検査の実施を検討する 

・健康観察の実施 

※ 入院患者の容体確認を実施するとともに、濃厚接触者や、感染リスクは低いと考え

られるが接触が確認された方を対象とし、14日間にわたり健康観察を実施する 

・関係する医療機関における感染対策等の実施状況の把握 
 

（４）病床数の確保 

・現在、市内の感染症指定医療機関等において計 22 床を確保しており、さらに数床

の増床が可能 

・上記で不足する場合、県が八戸地域の二次医療圏内において調整し、それでも不足

が見込まれる場合、無症状及び軽症の感染者の療養先として宿泊施設等を用意し、

病床を確保する 
 
（５）各種相談窓口の周知 

・市民生活や地域経済への影響を踏まえ、当市のほか、国等の関係機関が設けた各種

相談窓口について一覧として整理し、市内全戸に配布する（４月下旬予定） 

※別紙１参照 
 

（６）保健所等の移転延期 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止への円滑な対応を図るため、保健所は、

八戸市総合保健センターへの移転を延期し、引き続き市庁舎で業務を行う 

・また、こども家庭相談室は保健所業務と密接な関係にあることから、保健所と同様

に移転を延期し、介護予防センターは高齢者の感染予防の観点から業務開始を延

期する 

・前項で説明した全戸配布チラシに、あわせて移転延期に係る情報を掲載し市内全戸

に配布するとともに、広報はちのへ６月号（５月 20 日発行予定）においても周知

記事を掲載する 

◎ 移転を延期する部署 

部署名 場所（変更なし） 

保健所 保健総務課（施設管理担当を除く） 市庁別館２階 

 健康づくり推進課  

 保健予防課  

 衛生課 市庁本館地下 

こども家庭相談室 市庁別館７階 

介護予防センター 市庁別館１階   
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◎ ６月１日（月）から総合保健センターで業務を行う部署 

部署名 場所 

八戸市休日夜間急病診療所 センター１階 

八戸市休日歯科診療所（新設）  

こども支援センター センター２階 

保健所保健総務課 施設管理担当 センター３階 

 

３．各分野における当市の対応状況 
 

（１）市関連施設等の対応状況 

 ・４月 16 日及び 17 日に、別紙一覧の内容で報道機関へ情報提供 

  

（２）市税・使用料関連 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大への影響により納付が困難な方に対して、

下記についての相談・申請受付を実施 

  ４月 20 日現在の相談件数は以下のとおり 

・市税等の徴収猶予・・・相談件数 29 件 

 ・下水道使用料や受益者負担金の支払猶予・・・相談件数７件 

 

（３）観光関連 

①蕪島物産販売施設「かぶーにゃ」のオープン延期 

 ・当初オープン予定日：令和２年４月 17 日（金） 

②鮫角灯台一般開放の延期 

 ・当初開放予定日：令和２年４月 18 日（土） 

③南郷サマージャズフェスティバル 2020 の開催中止 

 ・当初開催予定日：令和２年７月 11 日（土） 

④八戸三社大祭 神社・山車行列及び山車展示の取り止め 

   ・当初開催予定日：令和２年７月 31 日（金）～８月４日（火） 

   ※市内３神社の祭典のみ行う 
 

（４）交通関連 

  高速道路を利用する方へ向けてのお願い横断幕を設置する ※別紙２参照 

 

  ①周知内容  横断幕 A 新型コロナ 感染拡大防止 ご協力を 八戸市 

          

横断幕 B 新型コロナ 国外、特定警戒都道府県から来られた方 

              ２週間 健康観察・自宅待機 八戸市 
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②設置個所  東北自動車道八戸線を横断する跨道橋（４カ所・上下７枚） 
 

         ・市道 力石・小松線（１枚） 

         ・主要地方道 名川階上線（２枚） 

         ・国道 340 号（２枚） 

         ・市道 八幡南郷線（２枚） 
  

 ③設置期間  ４月 22 日（水）～５月６日（水）（予定） 

   

（５）教育関連 

 【市立小・中学校】 

  ①政府の緊急事態宣言の対象地域拡大を受け、４月 20 日(月)～５月６日(水)まで

臨時休業措置 

   ※20 日(月)は児童生徒の健康状態の把握、学校からの諸連絡のため、短時間 

の出校日を設定(小中野小、小中野中は始業式・入学式を実施) 

  ②休業期間中の対応について 

・学校の実情に応じて出校日や家庭訪問日を設定 

・ドリルや復習プリント、読書等、学習課題の提示 

・小学校スポーツ活動等、中学校部活動の自粛 

  ③令和２年度の主な事業の中止について 

   ・南部藩ゆかりの都市との交流事業 

・市学力実態調査 

・さわやか八戸グッジョブ・ウィーク推進事業  

 

 【学童保育等の対応】 

   小学校と学童保育等が連携し、備品の消毒除菌等の施設の衛生管理を行うとと

もに、保護者・運営スタッフに手洗い・うがい等の励行をお願いするなど、感染防

止対策を徹底しながら児童の預かりを行う 

 

  ①小学校 

   小学校では、教職員が朝８時から 12 時まで児童を見守り 

  ②学童保育（仲良しクラブ） 

   ⅰ）開設箇所  全 47 か所 

   ⅱ）開設時間  12 時から概ね 18 時 30 分まで（延長保育も一部あり） 

  ③児童館 

   ⅰ）開設箇所  全 15 館 

   ⅱ）開設時間  12 時から 18 時まで 

  



5 
 

（６）市の執務体制 

 ・市民の方と対面する窓口に、透明ビニールなどのシールドを設置 

 ・市職員の在宅勤務及び時差出勤の実施（４月 22 日から実施） 

 ・市保健所業務への他部署からの応援体制の構築（継続） 
 

（７）市内飲食店のテイクアウト情報の提供 

市ホームページに商工会議所や事業者有志が立ち上げた飲食店や小売店等の販売

促進プロジェクトを紹介するサイト「八戸応援サイト」を開設 ※別紙３参照 

 【掲載コンテンツ】 

  ①はちのへ支援クーポン（八戸商工会議所青年部） 

   サービスに登録した各飲食店、小売店及び企業が発行する（1,000 円で 1,100 円

分使えるクーポン）、お得なクーポンを購入することでお店を支援するもの 

     申込件数  41 件（4月 20 日現在） 

  ②八戸テイクアウト（八戸テイクアウト運営事務局）※事業者有志の取組 

テイクアウトに対応できる飲食店を募集し、提供可能なメニューなどの情報をまと

めて掲載することで、お店を支援するもの 

     掲載店舗数 18 件（4月 20 日現在） 
 

  ※市では、今後も新たに立ち上がったプロジェクトやイベントを随時掲載し、市内 

飲食店を支援していく 
 

４．国の閣議決定（４月 20 日）を受けての市の対応 
 

（１）国の経済対策と補正予算（第１号）の主な内容 

  ①感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発 

   ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（仮称）［10,000 億円］ 等 

  ②雇用の維持と事業の継続 

   ・特別定額給付金（仮称）［128,803 億円］ 等 

  ③次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復 

   ・“Go To”キャンペーン事業（仮称）［16,794 億円］ 等 

  ④強靭な経済構造の構築 

   ・GIGA スクール構想の加速による学びの保障［2,292 億円］ 等 
 

（２）市の対応 

  国民一人当たり 10 万円を給付する「特別定額給付金（仮称）」について、国は補正 

予算成立後、市区町村と協力して実施にあたるとしていることから、当市においても 

準備を進め、可能な限り迅速な支給開始を目指す。 

その他の経済対策についても、市の事業を早急にとりまとめ、速やかに議案提出する。 

 

以上 



市民の皆様へ 

 新型コロナウイルスの全国的な感染拡大により、特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象地域

が全都道府県に拡大されました。市民の生活や仕事への影響も大変大きなものとなっております。

市民の皆様から、先行きの不安や厳しい現状についてのお声が多数寄せられております。市と

いたしましては、今後、まずは万全の医療体制を構築し、そして、市民生活への影響を最小限に

食い止めるための努力を継続するとともに、国や県の経済対策等も踏まえ必要な対策に取り組ん

でまいります。その具体的な内容については、決まり次第市民の皆様にお知らせしてまいります。

今回の事態を踏まえ、市民の皆様がお困りの際に相談すべき場所を一覧としましたのでご

利用願います。この事態を乗り越えるためには、市民一丸となることが求められます。必ず

や克服できることを信じ、ご協力をお願いします。 

八戸市長 小 林  眞   

◎ 新型コロナウイルス感染症に関する健康相談 

感染が疑われる症状が出た場合には、医療機関を受診する前に、八戸市保健所に設置して

いる「帰国者・接触者相談センター」に必ず連絡をし、御相談くださるようお願いします。 

〇 帰国者・接触者相談センターにご相談いただく目安（次の症状がある方は、ご相談ください）

 風邪の症状や37.5℃以上の発熱が４日以上続く方（解熱剤を飲み続けなければならないと

きを含みます。） 

 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方 

※ 高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が２日程度続く場合、ご相談ください。 

※ 妊婦の方は、念のため早めにご相談ください。 
  

帰国者・接触者相談センター（保健予防課）
43-2291 （平日 8:15～17:00）

43-2111 （休日・夜間） 

その他、一般的な健康相談（健康づくり推進課）
43-9271 

43-9184 
（平日 8:15～17:00）

また、国や県においても、新型コロナウイルス感染症の特徴や予防方法など、一般的な相談

や問い合わせを受け付けるコールセンターを設置しています。 

青森県コールセンター 0120-123-801 
（24 時間対応） 

（土日・祝日含む） 

厚生労働省コールセンター 0120-565-653 
（9:00～21:00） 

（土日・祝日含む） 
  

未 定 稿 

別紙１



 

◎ 市税や保険料などの納付の相談 

感染拡大の影響により所得や事業に著しい損失を受けた等の事情で、納付が困難となられた方

は、納付期限の延長や納付の猶予ができる場合がありますので、各担当課までお問合せください。 

市税・国民健康保険税 
43-9173/9174/9175

（収納課） 
市営住宅使用料 

43-9109 
（建築住宅課） 

介護保険料 
43-9285 

（介護保険課） 
下水道使用料 

下水道受益者負担金（分担金） 
44-8251 

（下水道業務課）

災害援護資金貸付金の償還
43-9258 

（福祉政策課） 
母子父子寡婦福祉資金 

43-9342 
（こども家庭相談室）

◎ 経営相談及び労働相談 

経済産業省では、新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受ける、またはそのおそれがあ

る中小企業・小規模事業者の方々を対象とした経営相談窓口を設置しています。 

経営相談窓口について  八戸商工会議所 43-5111 

日本政策金融公庫八戸支店 22-6274 青森県商工会連合会 017-734-3394 

商工組合中央金庫八戸支店 45-8811 青森県中小企業団体中央会 017-777-2325 

青森県信用保証協会 017-723-1354 青森県よろず支援拠点 017-721-3787 

 

青森労働局では、新型コロナウイルス感染症による経済活動等への影響に対する特別相談窓口

等を設置しています。また、厚生労働省では、小学校等の臨時休業に対応する保護者支援等に関

するコールセンターを設置していますので、ご利用ください。 

労働相談窓口について  
特別休暇制度の導入に 
関する電話相談窓口 

017-734-4211 
（青森労働局雇用環境・均等室）

特別労働相談窓口 
017-721-2003 

（青森労働局職業対策課）
学校等休業助成金・支援金等 
相談コールセンター 

0120-60-3999 
（厚生労働省） 

◎ その他の相談（市民相談） 

市の市民相談窓口は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、当面の間、専門相談を休止して

います。市職員による一般相談についても、対面による相談は休止し、電話による相談のみとし

ますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

市民相談（一般相談）（くらし交通安全課） 43-2148 （平日 8:15～17:00）

  

未 定 稿 



 
□問 保健所総合保健センター推進室 □℡  43-9473 

広報はちのへ令和２年（2020年）５月号の別冊「６月１日（月）田向地区に八

戸市総合保健センターオープン」で、保健所、こども家庭相談室、こども支援セ

ンター、休日夜間急病診療所を移転させるほか、休日歯科診療所、介護予防セン

ターを新設しますとお知らせしましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止への円滑な対応等を図るため、「保健所」「こども家庭相談室」「介護予防セ

ンター」は移転を延期し、引き続き市庁舎で業務を行います。 

●移転を延期する部署 

 電話番号 場所 

保健所 保健総務課 
総務企画Ｇ 43-2276  

市庁別館２階医事薬事Ｇ 43-2309 

医療相談専用 43-9210 

健康づくり 

推進課 

健康推進Ｇ 43-9061 

子育て世代包括支援Ｇ 43-2234 

母子保健Ｇ 43-9271 

成人保健Ｇ 43-9184 

女性の健康相談・不妊専門相談専用 43-2298 

保健予防課 
感染症対策Ｇ（予防接種） 43-9396 

感染症対策Ｇ（感染症） 43-2291 

保健福祉Ｇ 43-2292 

エイズ相談専用 43-2294 

衛生課 
生活衛生Ｇ 43-9375 

〃 本館地下
食品衛生Ｇ 43-2312 

こども家庭相談室 
事務室 43-2834 〃 別館７階

相談室 43-2111（内線5122） 〃 別館８階

高齢福祉課 介護予防センター 43-2316 〃 別館１階

●６月１日（月）から総合保健センターで業務を行う部署 

 ６月１日以降 

電話番号 場所 

八戸市休日夜間急病診療所 20-7651 
センター１階

八戸市休日歯科診療所 38-0727 

こども支援センター 38-0725 〃  ２階

保健所 保健総務課 施設管理担当 38-0708 〃  ３階
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◎不要不急の外出や、都道府県をまたいだ移動の自粛等について（緊急事態宣言） 

青森県全域を対象に、５月６日までの期間で緊急事態宣言が出されています。 

医療機関への通院や、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、職場への必要な出勤

など生活の維持のための行動を除き、不要不急の外出を自粛し、人と人との接触機

会を減らすようお願いします。 

不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいだ移動は極力控え、特定警戒都道府

県※との往来は自粛するようお願いします。特に大型連休期間中は、都道府県をまた

いだ移動を自粛するようお願いします。 

特定警戒都道府県※や海外から移動してきた方は、２週間程度、不要不急の外出を

自粛するとともに、毎日検温するなどの健康観察をお願いします。 

在宅勤務や時差出勤など、お仕事における人との交わりを減らす工夫をお願いします。 

繁華街の接待を伴う飲食店等への外出を自粛するようお願いします。 

※ 東京都、大阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、兵庫県、福岡県（令和２年４月16日現在） 

◎「３つの密」の回避と、手洗い、うがいの励行等について 

イベントや会議、スポーツ、夜間の飲食など、あらゆる場面において、換気が悪い

密閉空間、人が密集する場所、密接した近距離での会話という「３つの密」を避ける

行動を徹底するとともに、感染リスクを減らすため、できるだけ「ゼロ密」を目指し

ましょう。 

咳エチケットや手洗い、うがいを励行するとともに、普段よく触るドアノブ、蛇

口、家具の取手など共用する部分の消毒を徹底するようお願いします。 

毎日の検温や、規則正しい生活を心がけるなど体調の管理に努め、風邪のような症

状がある場合にはお仕事を休むなど、感染の拡大防止につながる行動をお願いします。 

◎ 誤解や偏見に基づく差別等について 

心ない誹謗中傷や差別的な対応は、関係者を深く傷つけるばかりか、本来受診や検

査を必要とする方が相談をためらい、結果として感染が拡大することにもつながり

かねません。 

感染した方やその御家族、さらには現場で懸命に患者と向き合う医療従事者等に

対し、誤解や偏見に基づく差別等が生じないよう、お互いを思いやる気持ちをもっ

て冷静な行動をお願いします。 

未 定 稿 
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更新日：2020年04月20日

八戸を応援するサイトをまとめました

新型コロナウイルスの感染拡大防止により、地域の商工業者は非常に厳しい状況にあります。

そんな中ですが、商工会議所や地域の有志たちが立ち上げた販売促進イベントやプロジェクトをこのページにまとめて掲載し、紹介していきます。

ぜひご覧ください。

はちのへ支援クーポン

八戸商工会議所青年部では、魅力的な八戸市内のお店の

一助になるよう、はちのへ支援クーポンを開始しまし

た。

サービスを提供する側もクーポンを買う側も、お互い助

け合ってこの窮地を乗り切れたら、そんな気持ちがこ

もったクーポンです。

八戸テイクアウト

このサイトでは、感染拡大を防ぎつつ、おいしいものを

食べてもらいたいという思いからテイクアウトメニュー

を提供するお店を紹介しています。

皆さまの応援で八戸市内のお店も元気に！力を合わせて

乗り越えていきましょう！

＃八戸テイクアウト

ここに掲載したサイトが紹介するお店以外にも、独自に

テイクアウトを行う魅力的なお店がたくさんあります。

twitterで「#八戸テイクアウト」を検索してみてくださ
い！

八戸応援サイトリンク集

お得なクーポン購入でエールを送ろう！

自宅でお店の味を楽しもう！

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部広報統計課広報広聴グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号市庁本館4階
電話：0178-43-9317 ファックス：0178-47-1485
広報統計課へのお問い合わせフォーム

Page 1 of 1八戸応援サイト リンク集／八戸市
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yuu_yamabe
Rectangle

yuu_yamabe
Rectangle

yuu_yamabe
Rectangle

yuu_yamabe
Rectangle

yuu_yamabe
Typewriter
別紙３

yuu_yamabe
Rectangle


	200421 議員全員協議会資料ver6
	（資料１）【未定稿】全戸配布チラシ_04202220高橋
	（別紙２）感染拡大防止横断幕イメージ
	別紙３



